
  

一 

公
職
の
選
挙
に
係
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
投
票
方
法
の
導
入
に
係
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

１ 
政
府
は
、
情
報
化
社
会
の
一
層
の
進
展
に
鑑
み
、
選
挙
人
の
利
便
の
向
上
及
び
こ
れ
に
よ
る
投
票
率
の
上
昇
並
び
に
開
票

事
務
等
の
効
率
化
及
び
迅
速
化
を
図
る
た
め
公
職
（
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
公

職
を
い
う
。
第
三
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
選
挙
に
係
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
投
票
方
法
を
導
入
す

る
か
ど
う
か
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
、
当
該
投
票
方
法
を
導
入
す
る
と
し
た
場
合
に
次
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
た
め
に
講

ぜ
ら
れ
る
べ
き
技
術
上
及
び
制
度
上
の
措
置
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
に
、
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

投
票
の
秘
密
が
侵
さ
れ
な
い
こ
と
。 

二 

選
挙
人
が
一
の
選
挙
に
お
い
て
二
以
上
の
投
票
を
行
う
こ
と
を
防
止
で
き
る
こ
と
。 

三 

選
挙
人
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
の
操
作
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
（
衆
議
院
比
例
代
表

選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
っ
て
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
（
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
を
い
う
。
）
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
っ
て
は
公
職
の
候
補
者
た
る

参
議
院
名
簿
登
載
者
（
同
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
参
議
院
名
簿
登
載
者
を
い
う
。
）
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党



 

二 

等
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
を
い
う
。
）
。
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
い
ず
れ

を
選
択
し
た
か
を
、
投
票
の
管
理
を
行
う
機
関
に
対
し
て
送
信
し
、
当
該
機
関
の
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
電
子
計
算
機
に

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
に
記
録
す
る
こ
と
が
正
確
か
つ
確
実
に
で
き
る
こ

と
。 

四 

投
票
を
し
よ
う
と
す
る
選
挙
人
が
本
人
で
あ
る
か
ど
う
か
の
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
及
び
当
該
確
認
に
係
る

個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
の
そ
の
適
正
な
取
扱
い
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。 

五 

自
宅
そ
の
他
の
投
票
立
会
人
の
い
な
い
場
所
に
お
い
て
選
挙
人
が
そ
の
自
由
な
意
思
に
よ
っ
て
投
票
を
す
る
環
境
が
確

保
さ
れ
る
こ
と
。 

六 

投
票
に
係
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）
か
ら
の
防
御
そ
の
他
当

該
情
報
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
情
報
の
安
全
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。 

七 

事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
選
挙
人
が
公
職
の
候
補
者
の
い
ず
れ
を
選
択
し
た
か
の
記
録
が
保
護
さ
れ
る
こ
と



  

三 

及
び
投
票
に
係
る
情
報
シ
ス
テ
ム
が
保
全
さ
れ
る
こ
と
。 

八 
そ
の
他
選
挙
の
公
正
か
つ
適
正
な
執
行
を
害
し
な
い
こ
と
。 

２ 

前
項
の
検
討
の
結
果
が
公
表
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
所
要
の
法
制
上
の
措
置
そ

の
他
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。





  

五 

理 

由 
選
挙
人
の
利
便
の
向
上
等
を
図
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
公
職
の
選
挙
に
係
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
投
票
方
法
に

関
す
る
検
討
等
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


